
平
成
二
十
七
年
内
閣
府
令
第
五
十
一
号

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
十
八
条
第
三

項
及
び
第
二
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
）

第
一
条
　
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
第
三

項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
に
係
る
事
務
を
適
切
、
公
正
か
つ
中
立
に
実
施

す
る
こ
と
が
で
き
る
法
人
で
あ
っ
て
、
女
性
の
職
業
生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
資
す
る
活
動
を
行
っ
て
い
る

一
般
社
団
法
人
若
し
く
は
一
般
財
団
法
人
又
は
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
設
立
さ
れ
た
特
定
非
営
利
活
動
法
人
そ
の
他
地
方
公
共
団
体
が
適
当
と
認
め
る
も
の
と
す

る
。

（
協
議
会
の
公
表
）

第
二
条
　
法
第
二
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
協
議
会
の
名
称
及
び
構
成
員
の
氏
名
又
は
名
称
に
つ
い

て
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
地
方
公
共
団
体
の
公
報
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切

な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
一
二
月
二
七
日
内
閣
府
令
第
五
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
内
閣
府
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
及
び
第
三
条
の
規
定
は
、

令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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